
令不日5年 8月 22日

教育委員会定例会報告書

草津市教育委員会





報告事項  (3件 )

(1)草浄市目指定史跡整備懇話会開催要綱の制定について

(2)草津市国指定史跡整備懇話会委員の委託について

(3)寄付の受け入れ報告について
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告 1

草津市国指定史跡整備懇話会開催要綱

(目 的)

第 1条 この要綱は、草津市国指定史跡整備懇話会 (以下「懇話会」という。)の開催

に必要な事項を定め、市域に所在する国指定史跡の整備事業 (以下「整備事業」とい

う。)の検討を行 うため、意見を交換することを目的とする。

(懇話会の委員 )・

第 2条 懇話会は、委員 12人以内で開催する。

2 懇話会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委託する。

(1)学識経験を有する者

(2)史跡の所有者

(3)前 2号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(任期)

第 3条 委員の任期は、各整備事業における保存活用計画に定める短期整備完了まで

とする。

(役割)

第 4条 委員は、次に掲げる事項について意見の交換を行 うものとする。

(1)整備事業に関すること。

(2)前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(座長および副座長)

第 5条 懇話会に座長および副座長をそれぞれ 1人置く。

2 座長および副座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、懇話会の進行を行 う。

4 副座長は、座長を補佐 し、座長に事故あるときまたは座長が欠けたときは、その職

務を代理する。

(会議 )

第 6条 懇話会の会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明

を聴取することができる。

(専門部会 )

第 7条 必要に応 じて専門部会を設けることができる。

2 専門部会の委員は、懇話会委員のうちから教育長が指名する。

(庶務 )

第 8条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。

(そ の他)

第 9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の開催に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。
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2

付 則

(施行期 日)

この要綱は、令和 5年 7月 3日 から施行する。

(史跡声浦観音寺跡整備懇話会開催要綱および史跡草津宿本陣整備懇話会開催要綱の
廃止)

次に掲げる要綱は、廃止する。

(1)史跡声浦観音寺跡整備懇話会開催要綱 (令和 2年草津市教育委員会告示第 16
号)

(2)史跡草津宿本陣整備懇話会開催要綱 (令和4年草津市教育委員会告示第13号)
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告 2

草津市国指定史跡整備懇話会委員委託者一覧

任期 令和 5年 7月 5日 ～『史跡声浦観音寺跡整備基本計画』に定める整備完了および

『史跡草津宿本陣整備基本計画』に定める短期整備完了まで

氏 名 所 属 部会

学識経験を有する者

青柳 憲昌
立命館大学

理工学部准教授
声浦

石川 慎治
滋賀県立大学

人間文化学部教授
本 陣

大窪 健之
立命館大学

理工学部教授

声浦

本陣

小寄 善通 成安造形大学 学長 本 陣

杉本 宏
京都芸術大学

芸術学部客員教授

芦浦

本陣

高田 豊文
舷賀県立大学

環境科学部教授

声浦

本陣

山本 理佳
立命館大学

文学部教授

声浦

本陣

所有者
田中 靖弘 史跡草津宿本陣 本 陣

西川 浄海 宗教法人 観音寺 声浦

教育長が必要 と認める者

(地域代表 )

奥村 久史 草津学区ひと 。まちいきいき協議会 本 陣

山本 雅啓 人 と地域が輝 く常盤協議会 芦浦

教育長が必要と認める者

(団体代表 )

武 田 正大 草津市観光物産協会
芦浦

本陣
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寄 付 品 目 数量 単価 円 価格 円 住所・氏名 等 寄付年月日 受納場所

図書「頭痛は寝て治す」 30 1,540 46,200 著者本人 令和5年 7月 31日 各小中学校

図書館 他

小計 46,200

合計 46,200

告 3
寄付受け入れ報告
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